
第５８号議案

   中間市道路線の認定について

中間市道路線を下記のとおり認定することについて、道路法第８条第２項の規定により、

議会の議決を求める。

記

路線番号 路 線 名 起  点 終  点 平均幅員 実 延 長

２６５６
扇ヶ浦団地

３８号線 

中間市東中間二丁目

２６６９－２１地先 

中間市東中間二丁目

２６６９－１９地先 
4.7m 32.9m 

１３８８
高見団地

５号線 

中間市中央四丁目

６１２２

－１８３地先 

中間市中央四丁目

６１４３－１地先
4.1m 41.3m 

１３８９
高見団地

６号線

中間市中央一丁目

４３５９－１７地先

中間市中央一丁目

４３６６－２地先
4.9m 39.7m 

２６５７
松ヶ岡団地

１９号線

中間市中尾四丁目

２９８１－７地先

中間市中尾四丁目

２９８１－１１地先
6.0m 23.6m 

  平成２４年１２月４日提出

中間市長  松下 俊男  



扇ヶ浦団地38号線

高見団地5号線

高見団地6号線

松ヶ岡団地19号線
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筑豊鉄道
東中間電停

扇ヶ浦団地38号線



高見団地5号線

高見団地6号線



松ヶ岡団地19号線


